
※国土交通省不動産・建設経済局建設業課作成資料

・申請については基本的に書類での受付のみ
・申請者の来庁が必要
・許可行政庁の開庁時間のみ受付が可能

・システム上で記入事項の入力、
添付資料のデータ提出で受付可能

・申請者の来庁は不要
・システム稼働時間は受付可能

JCIP（建設業許可・経営事項審査電子申請システム）の概要

・令和5年1月よりシステム稼働
・大阪府と福岡県を除く行政庁にて利用可能
(https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001)

JCIPについて

電子化以前

電子化以後



埼玉県におけるJCIP申請数

《建設業許可》 《経営事項審査》

・建設業許可・経営事項審査ともに10月末時点で昨年度の全体の申請数を上回っている
・令和5年1月のシステム稼働以降、利用件数は増加傾向にある
・県も手続きのオンライン化を推奨しており、JCIPの利用を今後も推進
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・システム稼働時間内であれば、いつでも申請可能
・修正事項のやり取りや手数料納付もシステム内で完結
・建設業許可申請書類の審査完了後は「建設業許可電子

閲覧システム※」にて対象書類の閲覧が可能
(※ https://prodinternet.jcip.mlit.go.jp/Client/)

JCIP利用のメリット

○来庁が不要

○紙申請書や添付資料の原本提示が不要○自動エラーチェック機能による入力ミス防止

○申請受付状況がシステム上で確認可能

・入力項目のエラーチェック機能で
入力ミスを防止し、手戻りが少なくなる。

・財務関係の様式作成にあたり自動計算が
なされ、事務負担の軽減につながる。

確認待

•申請者が書類提出

•行政庁側では未確認の状態

訂正中
•書類内容に不備がある場合

手続中
•書類の審査をしている状態

発行済
•審査が完了し、通知書等を発行した状態 ※申請の場合の

受付状況の一例

・窓口の場合、申請書を紙媒体で準備する必要があるが
電子申請の場合、システム入力等で申請可能

・窓口申請において原本提示を求める証明書や資料などが
データの添付で代用可能※
(※行政庁により取扱いが異なります)



JCIP利用に係る留意点

※国土交通省 広報資料

・JCIPで申請をするにあたり、GビズID※が必要となる
・代理申請の場合も、申請者・代理人ともにIDが必要

※GビズID…デジタル庁が提供する法人・個人事業主向け共通認証システム
一つのID・パスワードで、複数の行政サービス にログイン可能

・手数料の納付にはインターネットバンキング対応口座が必要
・証紙・現金による納付は非対応

・スマートフォンからの利用不可
・利用に際して以下のソフトウェアが必要

○ブラウザ： Microsoft Edge、Google Chrome
○PDF閲覧用ソフト： Adobe Acrobat Reader 等

・電子申請システムにおいて手続きができるのは、建設業許可申請書、変更届（事
業年度終了報告書を含む）、廃業届の提出
・許可の承継に係る認可申請はは非対応

○GビズIDの取得が必要

○手数料の納付について

○利用環境について

○対象手続について



《クレジットカード》
・VISA
・Mastercard
・JCB
・American Express
・Diners Club

手数料キャッシュレス決済について

(～R6.10追加)

《電子マネー》
・nanaco
・WAON
・Edy
・交通系電子マネー(一部利用不可)

《コード決済》(～R6.10追加)
・Pay Pay
・au Pay
・楽天Pay
・ｄ払い

《クレジットカード》
・VISA
・Mastercard
・JCB
・American Express
・Diners Club

《コード決済》
・Pay Pay
・au Pay
・ｄ払い

《ペイジー》
※ペイジーに対応している
埼玉県指定金融機関等のイ
ンターネットバンキングや
ATMでの納付が可能

※埼玉県出納総務課 広報資料

※JCIP利用の際の手数料納付方法はペイジーのみ

○窓口

○電子申請（埼玉県電子申請・届出サービス）



経営事項審査
手数料の納付方法について



電子申請・届出サービス（推奨）



窓口でのキャッシュレス決済



納付書による納付


